
 

  
 
 

  

★★★★年間購読料 5 万 5000 円(税込み)★★★★              編集・発行人：岩田寛史 

リアルタイムな FAX情報 ～ピッグエクスプレス         Fax03-6240-1274 Tel03-5817-8405 
 

 

４月３週号② 
 

      2026年  4月 18日  土曜日 
 

    Vol. 1121 

㈱アニマル・メディア社 
〒113-0034 東京都文京区湯島 3-23-8 第 6川田ビル 3階 

豚熱「選択的殺処分」移行の指針案答申 
～家伝法改正に伴い 5～6 月にもスタートか～ 

豚熱発生時に現在、農場の全頭殺処分を規定

している豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針  

（以下「豚熱防疫指針」）の一部変更案が 4 月 14

日、農水省の家畜衛生部会で了承され、鈴木憲

和農相に答申された。現特別国会に提出されてい

る家伝法改正案の成立を待って、早ければ 5～6

月にも豚熱の「選択的殺処分」の枠組みがスター

トする見通しとなった。  

この日の家畜衛生部会は、3 月 27 日の諮問を

受け⇒詳細を牛豚等疾病小委員会に付託⇒ 31

日に開催された同小委の議論⇒並行してパブリッ

クコメントの募集と都道府県への意見照会を実施

し⇒その回答を待って開催された。限定的殺処分

については、日本養豚協会 (JPPA)の衛生部会が

農水省動物衛生課と意見交換を重ねるなかで昨

年、JPPA の要望を受けて農水省が豚熱清浄化ロ

ードマップを策定したことが起点となった。そのな

かで、25 年に及ぶ清浄化の道筋の初期に全頭殺

処分の見直しを行う方向が示され、実現に向けた

検討が進められていた。限定的殺処分の枠組み

は既報(本紙 1120 号 )のとおりだが、この日の部会

の議論、資料から、より細部が明らかになった。  

まず、県が国との協議のうえで決定するとしてい

る「殺処分の範囲」については、①ワクチン免疫が

成立していない豚 (未接種豚・接種後 20 日未満・

発育不良 )、②症状が認められ、PCR 陽性になっ

た豚、③その他家畜防疫員が必要と判断した豚、

とされているが、この日の審議において動物衛生

課は、①の『接種後 20 日未満』について、「ワクチ

ン免疫を十分賦与できていない豚」、同じく『発育

不良』については、「感染の症状としてではなく、

免疫が幼弱でワクチン免疫が賦与される可能性が

低い豚」、などと説明した。  

また、③に関しては具体例として、「接種が早す

ぎるなど、県の指示に従わず、ワクチンが適切に

接種されていない」場合⇒全頭殺処分対象、「感

染が限局していない (農場内にウイルスが広範囲

に浸潤している )場合⇒繁殖豚を除く全頭を殺処

分対象、と記載している。このうち前者については、

「様々な経営体や飼養形態を考えたとき、豚房単

位あるいは豚舎単位で考えるべきケースも想定さ

れる。ワクチン接種が遅すぎるというケースも出てく

る」などとして、『家畜防疫員の判断』については、

「国も関与する」方針が示された。  

殺処分範囲の決定に際しては、患畜確認後、都

道府県が速やかに「拡散状況確認検査」を行うとさ

れている。限定的殺処分の可否、限定の範囲を判

断するためのもので、①飼養豚全頭の臨床検査に

より豚熱を疑う症状の有無を確認、②原則として①

により症状が確認されたすべての豚に、血液検査

（白血球数測定）、PCR および抗体検査 (エライザ

法 )、を実施する。これで陰性となった豚は疑似患

畜から除外する (殺処分対象から除外される )。  

限定的殺処分が行われた農場は、約 90 日間の

「監視プログラム」に入る。移動制限下で毎日の報

告(異常が報告されれば PCR 検査 )を義務づける。

監視下、防疫措置 (消毒 3 回等 )の完了から 28 日

を無事に経過すれば移動制限は解除となるが、発

生から約 3 週後、消毒などまん延防止措置が適切

に実施されていれば、と畜場への出荷、子豚の肥

育農場への移動は例外的に認められる。  
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◆『豚熱防疫指針』その他変更ポイント  

以下には、今回の豚熱防疫指針の一部変更の、

その他の主な点について、変更条文を抜粋・要約

するとともに、修正のポイントを解説する (「▼」以

下の部分)。なお、4 月 14 日の家畜衛生部会にお

いて農水省は、「選択的殺処分」について、様々な

ケースを想定した Q&A 集を作成・公表して、現場

での浸透を図る考えを示している。  

■豚等の所有者の取組 

〇飼養している豚等につき、豚等の伝染性疾病の

発生を予防し、当該豚等に起因する豚等の伝染

性疾病のまん延を防止することについて第一義的

責任を有していることを自覚し、豚等の伝染性疾

病の発生の予防及びまん延の防止のために、必

要な知識及び技術の習得に努めるとともに、豚等

の飼養に係る衛生管理その他の措置を適切に実

施するよう努める。  

▼この家畜所有者の「第一義的責任」は、家伝法

に規定されているものと同じ内容を、今回、新たに

防疫指針にも盛り込んだ。  

■ワクチン接種方法  

〇ワクチンの接種は、原則として承認された用法・

用量及びその参考事項に従って行うこととするが、

初回接種時には、原則として哺乳豚を除き全頭に

接種することとする。  

▼このなかで 2 回、「原則として」という言葉が出て

くるが、下線を引いた前者は、今回の一部変更で

つけ加えられたもので、後者は現行の指針にある

のがそのまま維持されている。薬機法に基づくコン

プライアンス (法令順守 )対象は「用法・用量」であり、

豚熱ワクチンについては、「１mL を豚の皮下又は

筋肉内に接種する」が該当する。接種日齢につい

ては、「参考事項」として「子豚では母豚からの移

行抗体を考慮して 1～2 ヶ月齢時に初回接種する」

と記載されているに過ぎない。農水省もこれまで、

遵守義務は「参考事項」に及ばないと説明してい

たが、“指針”という法令の下位に位置する行政指

導文書を、法令と同格に位置づけている。この内

容自体は現行指針を踏襲しているのだが、今回の

変更ではそれらについて、「原則として」を加えて、

解釈の余地をもたせた形になっている。  

ワクチン開始後の豚熱発生のほとんどが離乳時

期に集中していること、今回の指針において、「接

種後 20 日未満」の豚は免疫賦与が不十分である

可能性を考慮して殺処分対象としたことを考えると、

参考事項にある「1～2 ヶ月齢」での接種では間に

合わない。「原則として」という文言をあえて加えた

役所の文法は、それ以下の内容を言葉のニュアン

ス以上に積極的に否定していると読み取らなけれ

ばならない。現に、「初回接種時 (編集部注：ここで

の初回接種は県ごとの一斉接種 )には、原則として

哺乳豚を除き」としているが、この“原則”は、既存

の指針ができたあと早い段階で否定され、哺乳豚

を含む全頭への一斉接種が推奨されている。とこ

ろが今回の変更ではなお、この「原則として」は削

除されずに残されている。さらに、通常の子豚接種

についても最近では、離乳前、即ち哺乳中に踏み

込む接種時期の前倒しをむしろ推奨しているだけ

に、読み誤っては危険な箇所なのだ。  

■ワクチンの緊急接種 

〇都道府県は、特別な事情がない限り、患畜と判

定された日から遡って 10 日目の日以降に患畜等

と同一の畜舎で飼養されていた豚等（繁殖豚を除

く）に対して、速やかに、家畜防疫員による緊急的

なワクチンの追加接種を実施する。   

▼緊急ワクチンの必要性については議論があり、

農場全体として 80％の免疫賦与が達成されてい

るなかでは必要ないとする意見も牛豚小委では出

ていたとされる。様々な状況を想定して、あえて新

設した項目と思われる。  

■監視プログラム適用中の豚等の導入   

〇監視プログラムを適用した農場は、防疫措置の

完了後、繁殖豚等の免疫が十分に付与されてい

ると考えられる豚等を導入することができる。導入

した豚等については、監視プログラムに基づき、

報告徴求の対象とすること。  

▼限定的殺処分を受けた農場から他農場やと畜

場に豚を移動するには、監視プログラムの下で一
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定要件を満たす必要があるが、逆に他農場から受

け入れる場合は、ワクチン接種さえ行われていれ

ば受入可能。ただし、導入後は監視の対象となる。  

■殺処分を受けた豚の評価  

〇豚等の評価額は、患畜又は疑似患畜であること

が確認される前の状態についてのものとし、当該

豚等が患畜又は疑似患畜であることは考慮しない。   

〇評価額の算出は、原則として、当該豚等の導入

価格に、導入日から患畜又は疑似患畜であること

が確認された日までの期間の生産費を加算して行

い、これに当該豚等の体型、産歴、繁殖供用残存

期間等を考慮して必要な加算又は減算を行う。  

〇豚等の所有者等は、と殺又は殺処分に先立ち、

豚等の評価額の算定の参考とするため、と殺又は

殺処分の対象となる個体（多頭群飼育されている

場合は、群ごとの代表的な個体）ごとに、当該豚

等の体型・骨格が分かるように写真を撮影する。   

〇農林水産省は、都道府県において豚等の評価

額の算定を速やかに実施することが困難と認めら

れるときは、関係省庁と協議の上、直ちに概算払

を行う。 

▼既存の防疫指針において、殺処分した患畜・疑

似患畜の評価については本編中に記載されてお

らず、「別紙 3 豚の評価額の算定方法」として添

付されている。この別紙は、2010 年に宮崎県で口

蹄疫が発生し、殺処分の件数が膨大な数にのぼ

ったときの経験を基に定められたもので、肥育豚

の「評価額の基本的な算定方法」として、「素豚の

導入価格＋肥育経費 (1 日当たりの生産費×飼養

日数 )」とする算定式が示されている。今回の指針

変更では、この方針を指針本編に新設する。  

本来、殺処分家畜に対する手当金の支払いは、

市場価値を基準に決定されるところが、口蹄疫発

生時の混乱のなかで、肥育豚生産費調査の統計

データを基により簡易に計算する形として考案さ

れ、農水省としてはこれを原則化したいと考えてき

た。ただしここでも、生産費に基づく評価は、「原

則として」とされている。平均化された国の統計に

依らずとも自分の飼養している豚の市場価値を証

明するだけのデータを常にもっていることが重要で

ある。  

一方で、かつては患畜は評価額の 3 分の 1、疑

似患畜は同じく 5 分の 4 までしか補償されなかっ

たが、この点は宮崎の口蹄疫を機に、いずれも全

額が支払われるよう大きな改善がなされている。た

だしその分、飼養衛生管理基準の遵守や早期通

報を要件とするクロスコンプライアンスの導入が進

められ、その決定に対する異議の申し立てなどか

ら手当金の交付に長時間を要するケースが少なく

ない。そうした状況を回避するために、 JPPA が国

に要請を行い、反映されたのが、この 4 番目にあ

る「直ちに概算払いを行う」という一文。  

■登録飼養衛生管理者にかかる特例 

(家伝法改正案  要約)  

〇飼養衛生管理者のうち、登録を受けた者は、当

分の間、獣医師法第 17 条の規定にかかわらず、

その衛生管理区域において、家畜防疫員の指示

を受けて、豚熱予防液その他の政令で定める動

物用生物学的製剤を使用することを業務とするこ

とができる。 

〇飼養衛生管理者であって、豚熱予防液その他

の政令で定める動物用生物学的製剤について必

要な知識および技能を習得させるために都道府県

知事が農林水産省令で定めるところにより行う課

程を修了したものは、当該都道府県知事に申請し

て、登録を受けることができる。  

▼登録を受けた飼養衛生管理者による豚熱ワクチ

ンの接種は、既に現行の豚熱防疫指針に規定が

設けられて多くの県で導入が進んでいるが、本来

は獣医師法に基づく業務独占が認められ、無資格

者が業務として行うことは厳しく禁止されている。

そこで、法令上の矛盾を埋めるためにあらためて

家伝法に登録飼養衛生管理者による接種枠組を

位置づけたのがこの条文。獣医療の人材不足の

解消を目的に 2019 年に国家資格化された愛玩

動物看護師にもワクチン投与は認められておらず、

制度を長く維持するためには、適正な運用が極め

て重要である。  


